
堺市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表 

現   行 改 正 案 

附則 

 ２ 

 備考 

  ２ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３１条第１項

の規定による届出 

  ５ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３１条第１項

の規定による届出 

 ３ 

 備考 

  ２ この表の第２号において、施設の増設又は更新（施設

の廃止を伴うもので、当該施設と同一の種類の施設の設

置をいう。以下この項において同じ。）を行う場合にお

ける「汚水等排出量」とは、それぞれ増設又は更新の後

に増加することとなる汚水等排出量」をいう。 

 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１ 第１種分類事業 

 備考 

  ２ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３１条第１項

の規定による届出 

  ４ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３１条第１項

の規定による届出 

 

 ２ 第２種分類事業 

 （１）～（２） （略） 

 

（３） 条例別

表第７号に

掲げる事業 

特定施設等から排出される１日当たり

の平均的な汚水又は廃液の量（以下「汚

水等排出量」という。）が１，０００立

方メートル以上であるもの 

 

 

 （４）～（１９） （略） 

 

 備考 

  ２ この表の第２号において、増設の事業における「汚水

等排出量」とは、当該増設される施設に係る汚水等排出

量をいう。 

 

別表第２（第２５条関係） 

 （１）～（３） （略） 

 

（４） 条例別

表第４号に

掲げる事業 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０

号）第３条第１項の許可の申請、同法第

９条第１項の規定による届出、同法第４

７条第１項若しくは第２項の認可の申

附則 

 ２ 

 備考 

  ２ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３２条第１項

の規定による届出 

  ５ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３２条第１項

の規定による届出 

 ３ 

 備考 

  ２ この表の第３号において、施設の増設又は更新（施設

の廃止を伴うもので、当該施設と同一の種類の施設の設

置をいう。以下この項において同じ。）を行う場合にお

ける「平均汚水等排出水量」とは、それぞれ増設又は更

新の後に増加することとなる平均汚水等排出水量をい

う。 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１ 第１種分類事業 

 備考 

  ２ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３２条第１項

の規定による届出 

  ４ 大阪府温暖化の防止等に関する条例第３２条第１項

の規定による届出 

 

 ２ 第２種分類事業 

 （１）～（２） （略） 

 

（３） 条例別

表第７号に

掲げる事業 

特定施設等から排出される１日当たり

の平均的な排出水の量（汚水又は廃液に

限る。以下「平均汚水等排出水量」とい

う。）が１，０００立方メートル以上で

あるもの 

 

 （４）～（１９） （略） 

 

 備考 

  ２ この表の第３号において、増設の事業における「平均

汚水等排出水量」とは、当該増設される施設に係る平均

汚水等排出水量をいう。 

 

別表第２（第２５条関係） 

 （１）～（３） （略） 

 

（４） 条例別

表第４号に

掲げる事業 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０

号）第２条の２の登録の申請、同法第２

条の６第１項の変更登録の申請、同法第

３条の許可の申請、同法第９条第１項の



請又は同法第４８条第１項の規定によ

る届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）～（６） （略） 

 

（７） 条例別

表第７号に

掲げる事業 

ア～キ （略） 

ク 電気事業法（昭和３９年法律第１７

０号）第３条第１項の許可の申請、同

法第９条第１項の規定による届出、同

法第４７条第１項若しくは第２項の

認可の申請又は同法第４８条第１項

の規定による届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （８）～（２２） （略） 

 

別表第３（第６２条関係） 

 （１）～（２０） （略） 

 

（２１） 別表

第１の２の

項の表第３

号に掲げる

事業 

汚水等排出量 汚水等排出量が１０

パーセント以上増加

しないこと。 

（略） （略） 

 

 以下（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定による変更の届出（同法第２７条の

１２において準用する場合を含む。）、同

法第２７条の４の許可の申請、同法第２

７条の１３第１項の規定による届出、同

条第７項の規定による変更の届出、同法

第２７条の２７第１項の規定による届

出、同法第４７条第１項若しくは第２項

の認可の申請又は同法第４８条第１項

の規定による届出 

 

 （５）～（６） （略） 

 

（７） 条例別

表第７号に

掲げる事業 

ア～キ （略） 

ク 電気事業法（昭和３９年法律第１７

０号）第２条の２の登録の申請、同法

第２条の６第１項の変更登録の申請、

同法第３条の許可の申請、同法第９条

第１項の規定による変更の届出（同法

第２７条の１２において準用する場

合を含む。）、同法第２７条の４の許可

の申請、同法第２７条の１３第１項の

規定による届出、同条第７項の規定に

よる変更の届出、同法第２７条の２７

第１項の規定による届出、同法第４７

条第１項若しくは第２項の認可の申

請又は同法第４８条第１項の規定に

よる届出 

 

 （８）～（２２） （略） 

 

別表第３（第６２条関係） 

 （１）～（２０） （略） 

 

（２１） 別表

第１の２の

項の表第３

号に掲げる

事業 

平均汚水等排

出水量 

平均汚水等排出水量

が１０パーセント以

上増加しないこと。 

（略） （略） 

 

 以下（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１２号(第５７条関係) 

 

事後調査計画書提出書 

 

年  月  日 

 

 堺市長 殿 

 

住所(所在地)           

氏名(名称)          印   

(代表者氏名)              

(電話番号           )    

 

 

  堺市環境影響評価条例第３９条第１項の規定により、下

記の対象事業に係る事後調査計画書及びその概要書を、別

添のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 対象事業の名称 

 

 

２ 対象事業の種類 

 

 

３ 連絡先 

 

 

 

 

様式第１３号(第５８条関係) 

 

事後調査報告書提出書 

 

年  月  日 

 

 堺市長 殿 

 

住所(所在地)           

氏名(名称)          印   

(代表者氏名)              

(電話番号           )    

 

 

  堺市環境影響評価条例第４１条第３項の規定により、下

記の対象事業に係る事後調査報告書及びその概要書を、別

添のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 対象事業の名称 

 

 

２ 対象事業の種類 

 

 

３ 連絡先 

 

 

 
 

 

様式第１２号(第５７条関係) 

 

事後調査計画書提出書 

 

年  月  日 

 

 堺市長 殿 

 

住所(所在地)           

氏名(名称)          印   

(代表者氏名)              

(電話番号           )    

 

 

  堺市環境影響評価条例第３９条第１項の規定により、下

記の対象事業に係る事後調査計画書を、別添のとおり提出

します。 

 

記 

 

１ 対象事業の名称 

 

 

２ 対象事業の種類 

 

 

３ 連絡先 

 

 

 

 

様式第１３号(第５８条関係) 

 

事後調査報告書提出書 

 

年  月  日 

 

 堺市長 殿 

 

住所(所在地)           

氏名(名称)          印   

(代表者氏名)              

(電話番号           )    

 

 

  堺市環境影響評価条例第４１条第３項の規定により、下

記の対象事業に係る事後調査報告書を、別添のとおり提出

します。 

 

記 

 

１ 対象事業の名称 

 

 

２ 対象事業の種類 

 

 

３ 連絡先 

 

 

 
 


